
ヤ
タ
ギ
ン
役
銀

御
也
部
役
と
も
御
哲
前
銀
と

も
い
ふ
。
務
士
が
滞
の
普
請
に
助
力
す
る
お
に
提
供

す
る
鋭
子
で
あ
る
。
品
川
治
三
年
六
且
朔
目
白
令
に
、

『
御
家
中
山
抑
制
役
年
中
可
お
三
歩

mo』
と
定
め
ら
れ

て
、
知
行
百
石
の
士
は
一
年
三
百
五
十
四
日
と
平
均

し
て
、
そ
の
三
分
の
一
に
封
し
、

一
日
一
人
を
銀
七

分
に
舵
旬
、
七
十
凶
匁
三
分
四
回
を
出
す
義
務
を
民

ふ
の
で
あ
っ
た
。
但
し
士
分
で
は
百
十
石
未
満
の
者
、

県
力
で
は
五
十
右
未
満
の
者
に
は
之
を
除
か
れ
た
o

mMの
あ
る
年
は
そ
の
日
以
の
分
だ
け
加
開
削
す
る
o

t
I
石
以
上
の
士
で
は
盟
締
役
三
分
の
こ
を
銀
役
と

し
、
三
分
の
一
を
人
役
と
す
る
が
、
そ
の
人
役
に
封

し
て
は
一
日
一

λ
銀
一
分
況
即
入
毛
一
日
開
六
挽
宛
の

小
用
銀
を
加
卸
し
た
。
年
分
の
軒
四
銀
の
=
一
の
一
を
春

打
と
し
て
四
月
に
、
三
の
こ
を
秩
打
と
し
て
十
二
且

ヤ
ク
ギ
ゴ
メ
ン

投
銭
御
莞
税
政
の
時
、
士
入

に
し
て
役
伎
に
闘
す
ろ
失
銑
を
・な
し
た
も
の
は
、
役

俄
御
苑
の
ほ
出
分
脅
奥
へ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の

必
合
に
は
役
料
知
を
M
m
牧
せ
ら
れ
る
が
、
知
行
に
は

及
ば
な
か
っ
た
。

十

一
而
似
品
n
t
円
立
像
惚
高

一
米
武
七

な
る
が
あ
っ

て
、
奈
良
時
代
米
期
乃
南
平
安
初
期
の
作
と
認
め
ら

れ
、
文
紛
本
経
色
不
動
明
王
結
品
開
翌
九
入
組

・
杭
三

入
組
の
も
の
は
、
室
町
時
代
の
作
と
昭
め
ら
れ
る
。

ヤ
安
オ
ウ
ジ

祭
主
寺

石
川
糊
三
小
牛
に
在
っ

て
、
天
台
宗
に
邸
し
、
小
島
山
と
脱
す
る
。
文
厳
元

年
山
間
延
見
m
M
法
印
之
を
金
保
目
見
町
に
創
立
し
た
が
、

珂
治
一冗年一
掃
の
用
地
と
な
っ
て
蛤
坂
に
砂
り
、
明
治

=
一・
寸
流
年
却
に
今
の
加
に
斡
じ
た
。

ヤん
γ
ガ
カ
リ
役
懸
務
士
に
し
て
滞
の
政
務
に

闘
す
ろ
慨
を
有
す
る
者
を
い
ひ
、
山
引
に
域
内
に
交
番

宿
衛
す
る
如
き
無
役
の
も
の
に
紛
す
る
名
震
で
あ

ヲ。。

ヤ
ヲ
シ

宙
開
師
河
北
郡
井
上
庄
に
幽
す
る
部
町
問
。

勉
陪
記
に
、
昔
提
言
宗
民
党
寺
が
あ
っ
て
、
邸
内
に

薬
師
堂
が
存
し
た
か
ら
色
名
を
得
た
。
今
お
花
品
・

金
堂
・大
門
・
寺
屋
敷
等
の
名
を
治
し
て

ゐ
ろ
と
い

中
に
上
納
す
る
を
製
す
る
。
(
後
に
は
七
且
と
十
周
ou

そ
の
他
特
に
股
訟
の
あ
る
も
の
は
、
役
鋭
の
一
郎
叉

は
全
郁
を
滅
ぜ
ら
れ
た
。
凶
に
い
ふ
。
凶
砿
続
抄
防

総
町
文
元
年
正
月
十
八
日
附
御
肌
u
品
川
奉
行
の
飼
に
、

『御
自
前
役
、
去
年
よ
り
四
歩
之
内
一

歩
入
役
三
歩

銀
役
に
相
究
巾
候
。
』
と
あ
る
が
、
そ
の
お
昧
は
併
し

縫
い
。
去
年
は
成
治
三
年
で
三
歩
役
に
定
ま
っ
た
の

で
あ
り
、
後
併
も
亦
判
的
に
三
歩
役
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
向
後
考
を
侠
つ
。

ヤ
ク
ギ
ン

役
銀

出
耐
政
の
附
、
金
柑
仰
の
木
町
が

民
約
す
る
役
銀
は
、
併
山
内
役
鋭

・
本
川
木
戸
響
曲
u
前

人
問
・上
使
宿
盟
国
部
料
・綴
目
肝
煎
加
m
M
m
肝
煎
等
技
持

銀
・則
合
防
牢
番
人
扶
持
米
等
諸
粍
の
山
口
用
を
含
み
、

削
附
脅
院
前
出
能
の
刊
日
用
も
こ
の
巾
か
ら
支
出
せ
ら
れ

た
。
役
鋭
を
賦
課
す
る
に
は
小
間
役
・役
聞
役
・而
別

役
の
三
方
法
が
あ
っ
た
。
小
間
役
は
、
聞
に
よ
っ
て

響
机
酬
を
興
に
す
る
が
、
家
日
間
の
附
口
に
比
例
す
る
も

の
で
あ
り
、
役
聞
役
は
同
町
内
で
も
戸
仰
に
十
円山
・

六
ヲヤ
乱
分
以
出
等
の
制
川
ム
刊
を
す
一
て
弘
前
口
に
比
例
す
る

・
も
の
で
あ
り
、
商
判
市
役
は
家
の
抗
出
大
小
に
拘
ら
ず

阿
傾
を
徴
す
る
も
の
で
、
そ
の
政
府
の
罰
則
訟
に
よ
っ

て
、
賦
淑
の
方
法
そ
終
に
し
た
。

ヤ
ナ
ギ
ン
ブ
ギ
ヨ
ウ
役
銀

泰

行

総

の
諸
士
よ

り
徴
す
る
御
笹
前
鋭
取
扱
の
主
任
で
あ
る
。
役
銀
奉

行
の
初
は
詳
か
で
な
い
が
、
間
治
ご
年
の
頃
佐
坂
九

右
術
門
・小
幡
七
郎
兵
衛
・中
村
平
右
術
門
が
勤
め
、

後
延
貸
四
年
に
加
隣
県
一
郎
、
天
利
ご
年
に
奥
聞
治

左
術
門
が
命
ぜ
ら
れ
、
元
級
以
降
は
二
人
役
と
な
っ

た。

ひ
、
文
樹
得
紙
記
に
は
、
七
盟
三
河
が
こ
の
村
に
居

住
し
て
ゐ
た
と
犯
さ
れ
て
ゐ
る
。

ヤ
タ
シ
イ
ン
ヤ
ク
シ

薬
師
院
譲
師

l
y
ヨ
ウ

ガ
ク
イ
Y

正
究
院
。

ヤ
ク
シ
ガ
ハ

薬
師
川

凶
↑
荒
川
訓
自
附
近
に
綜

を
渡
し
、
際
彼
小
字
溢
刷
、
簡
の
刊誌
附
堂
附
近
に
於

い
て
お
に
注
f
、
。
疏
桜
四
粁
請
。

ヤ
ヲ
シ
ジ

薬
師
寺

石
川
加
に
在
っ
た
。
民
際

会
把
文
明
十
七
年
四
月
八
日
の
僚
に
、
『
及
晩
和
長

束
。
加
州
小
川
臥
脚
刑
務
削
寺
湖
進
帳
草
持
来
之
相
談
。

尤
抹
勝
珍
京
々

々
。
』
と
見
え
る
。
和
長
は
官
阪
和
長

で
あ
る
。
叉
大
谷
一
流
系
制
に
、
池
如
の
品
川
孫
会
得

の
こ
と
を
、『禁
附
寺
公
強
資
。
白
州
石
河
郁
朗
出
村
内

小
以
村
。
天
正
八
年
四
月
什
六
日
半
』H
六
訟
。
』
と
も

あ
る
。
こ
の
小
限
は
怨
村
内
と
あ
る
か
ら
、
河
内
庄

に
印
刷
す
る
も
の
で
、
後
の
石
切
小
限
で
あ
ら
う
。

ヤ
ク
シ
ジ

臨時師
寺

珠
洲
洲
州
市
捕
に
在
っ
て
、

良
吉
宗
に
邸
す
る
。
能
管
名
跡
志
に
、
『
袈
附
堂
あ

り
。
告
は
松
桜
前
陛
介
祈
願
所
に
て
、
邸
主
山
薬
師

昔
と
い
う
て
出
山
宗
也
。
今
は
小
限
出
。
本
館
薬
師
如

旅
は
、
見
仰
上
人
仰
の
測
に
の
こ
し
む
給
ふ
践
例
に

て
、
御
長
一
尺
の
え
ん
ぶ
だ
ご
ん
の
三
校
の加山
花抽出

刷
、
左
は
日
光
側
、
右
は
月
光
仰
43
給
へ
旬
。
認
駿

奇
特
多
き
愈
像
也
。
』
と
見
え
る
。
こ
の
薬
師
は
摂
共

三
一
一
挫
の
金
銅
仰
で
、
脇
侍
は
本
億
円
M
座
の
同
協
か

h
生
じ
た
祁
一
一時
に
安
置
せ
ら
れ
、
光
背
を
失
う
て
居

り
、
北
総
式
の
渡
来
仰
と
踏
め
ら
れ
て
、
車
問
由
美
術

品
に
指
定
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

能
驚
十
二
禁
姉
中
の
丸

監
禁
制
と
い
は
れ
た
の
は
』」
れ
で
あ
る
。

ヤ
9
シ
ド
ウ

薬
師
盤
石
川
川
戸
板
郷
に
因
す

る
邸
前
。
従
永
誌
に
、
こ
の
村
釦
に
信
郡
印
刷
出
が
あ

り
、
前
谷
信
泌
が
居
住
し
た
と
記
す
る
。

ヤ
安
シ
プ
ツ

薬
師

悌

能

殺
で
十
二
議
師
と
い

ヤ
タ
シ
ヨ
ハ
ジ
メ
役
所
初

出附政
の
時
、
正
H
A

四
日
を
役
所
初
又
は
御
用
初
と
い
う
た
。
頭
役
以
下

一
同
町
荷
役
所
に
出
勤
し
て
、
互
に
幻
蹄
そ
述
べ
、
や

が
て
磁
宅
し
、
そ
の
白
際
原
務
を
執
る
の
は
十
六
日

か
ら
で
あ
っ
た
。

ヤ
h
y
ソ
ウ
ヱ
ガ
主
チ
ョ
ウ

車
内
草
鎗
形
帳
一

冊。

表
胞
に
『
写
保
七
年
御
盤
師
続
方
努
草
給
形
に
敬
仰

ヤム
γ
シ
マ
ツ
リ

薬
師
祭

J
シ
Y

ノ
ウ
マ
ツ
リ

柳
田
出
祭
。

ヤ
h
y
シ
ヤ
マ

薬
師
山

白
山
の
賂
添
口
岩
間
地

巾
訴
か
ら
の
積
絡
中
、
湯
，
谷
と
巾
，
川
と
の
符
梁
青
地

む
と
き
は
、
標
高
二

O
二
二
米
の
孤
に
建
す
る
。
識

附
山
と
い
ふ
も
の
是
で
あ
る
。

ヤ
h
y
ジ
ユ
ッ
カ
イ

約
術
解

一
加
。
近
際
兵
作

信
行
の
札
脅
し
た
釘
書
で
、
自
約
・巡
約
・沼
約
等
の
締

約
術
を
削
附
し
た
も
の
で
あ
る
。

ヤ
テ
シ
ユ
ツ
ギ
ン
役
出
銀

滞
士
の
誌
に
納
入

す
べ
き
役
鋭
と
出
銀
と
の
窓
o
l
ヤ
ク
ギ
y

役

鋭
o

Y

ユ
ツ
ギ
y

出
銀
。

は
れ
た
の
は
、
和
食
村
尚
の
諸
問
、叩
村
甲
山
抽出側
、

鵜
川
村
接
木
製
師
、
石
井
村
米
山
薬
師
、
中
島
村
熊

木
議
問
、
南
山
村
自
前
繋
師
、
布
捕
村
九
里
指
剤
師
、

大
野
村
両
洲
禁
刷
、
中
島
村
耐
戸
市
山
出
師
、
大
川
村
出

削
抽
出
附
、
若
山
村
宗
未
認
師
、
白
木
村
高
爪
築
聞
で

あ
っ
た
。
叉
別
に
作
仰
の
禁
附
窓
と
い
は
れ
る
も
の

が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
は
一

，宮
禁
剛
院
薬
師
、
上
村

品
説
中
“
読
脳
、
所
口
一豆
腐
町
議
刷
、
穴
水
大
町
禁
師
、

穴
水
川
島
薮
師
、
磁
波
間
剛
山部
築
附、

倒
凶
法
務
寺

m

m、
始
時
前
諮
問
、
給門川門前
川
抽出附
、
際
凶
あ
ん
内

出現姉
、
木
郎
減
泉
寺
薬
師
、
木
郎
不
動
寺
薬
師
、
ホ

郎
開
成
寺
祭
腕
、
務
伺
金
的
寺
禁
附
、
正
院
館
の
諜

師
、
製
油
十
二
抽
出
師
、
甲山浦抽出
上
前
期
闘
が
敏
へ
ら
れ

て
ゐ
る
。

ヤ
ク

八
五
八


